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１ 事業再評価とは 
 

 事業再評価は、公共事業の効率性及びその実施過程における透明性の一層の向上を

図るため、事業採択後一定期間を経過した後も未着工である事業等について、はじめ

に、事業を巡る社会経済情勢等の変化を踏まえ、投資効果等の事業の必要性を評価し、

事業の継続性が妥当か否かを判断する。 

次に、はじめの評価で、事業の継続が見込めない場合は、必要に応じてその事業の

見直しを行い、事業の効率化が図られると判断できる場合は、事業を見直した上で事

業を継続とし、事業の見直しを実施しても継続が妥当であると判断できない場合は、

事業を中止するものである。 

再評価の実施主体としては、本件のような国庫補助事業にあっては地方公共団体と

し、国は、対応方針及びその決定理由を踏まえ当該事業の補助金交付等に係る対応方

針を決定することとなる。 

なお、川崎縦貫高速鉄道線整備事業は、平成 13 年度予算において補助事業採択を

受けているので、着工を延期したことで平成 17 年度に事業採択後 5 年が経過した時

点で未着工の事業に該当し、事業再評価の対象となるものである。 

 

再評価を実施する事業（国土交通省所管公共事業の再評価実施要領より） 

① 事業採択後一定期間（5年間）が経過した時点で未着工の事業 

② 事業採択後長期間（10 年間）が経過した時点で継続中の事業（5年間が経過して

いる事業で継続中の事業は予備的な検討を行う。） 

③ 再評価実施後一定期間（5年間）が経過している事業 

④ 社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業 

（注）④における再評価の必要性の判断は、再評価の実施主体又は所管部局の長が行うものとする。 
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２ 川崎縦貫高速鉄道線整備事業の経緯等 

 

（1） 経緯と現状 

川崎縦貫高速鉄道線は、平成 12 年 1 月 27 日に運輸政策審議会答申第 18 号にて、

平成 27 年までに開業すべき路線（Ａ1）として位置付けられ、平成 13 年 5 月 11 日

初期整備区間（新百合ケ丘～元住吉）について鉄道事業許可を取得し、必要な各種

調査を実施した。 

その後、平成 14 年 1 月に「効率的で採算のとれる地下鉄事業」を目指し、事業

費の縮減手法の検討、需要予測及び収支計画の検証等を行うため、学識者部会及び

市民部会から構成される「川崎縦貫高速鉄道線研究会」を設置し、平成 14 年 10 月・

11 月に両部会から提言を受けた。 

この両部会からの提言を踏まえ、京急大師線に加えて小田急多摩線とも相互直通

運転を行うことや、水沢の車両基地の新設に替えて小田急唐木田車庫の活用等、さ

まざまな事業の見直しを行い、平成 15 年 4 月に「見直し結果」として取りまとめ

た。 

一方、市では、財政状況の悪化を背景に、平成 14 年 9 月「川崎市行財政改革プ

ラン」を公表し、この改革プランに沿って、川崎縦貫高速鉄道線整備事業の検証を

行い、この検証結果を取りまとめた「検証結果」を市民に示すとともに、市民１万

人を対象としたアンケート調査を実施した。 

このアンケート調査では、「着工を延期すべきである。」との回答が一番多かった

こと、また、本市の財政状況や地方税財政制度改革をめぐる動向が先行き不透明な

状況にあり、こうした諸環境の変化を見極めるには一定の期間が必要なこと等から、

平成 15 年 6 月に「5年程度着工を延期」することを公表し、本事業は未着工の中で

事業再評価を迎えることとなった。
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川崎縦貫高速鉄道線の経緯 

 

 

 

 

 

       

平成12年1月27日 運輸政策審議会答申第18号
「東京圏における高速鉄道を中心とする交通網の整備に関する基本計画について」
の中において、平成27年までに開業すべき路線（Ａ1）として位置付けられた。

　　川崎縦貫高速鉄道（仮称）の新設
　　新百合ヶ丘■宮前平■元住吉■川崎
　　・川崎駅において京浜急行電鉄大師線との相互直通運転を検討する。

平成13年4月 平成13年度予算において補助事業採択

平成13年5月11日 鉄道事業許可取得
初期整備区間（新百合ヶ丘～元住吉）について鉄道事業許可を取得
（営業キロ：15.4ｋｍ　駅数：10駅）

平成13年7・8月 住民説明会開催
川崎縦貫高速鉄道線の事業概要について、地元説明会を開催。
川崎市内の各区（麻生区・多摩区・宮前区・高津区・中原区・幸区・川崎区）1箇
所ずつの合計7箇所において開催。約1,100人が参加した。

平成13年11月20日 都市計画審議会
初期整備区間の環境影響評価方法書について了承された。
（平成14年1月8日より公告・縦覧開始）

平成13年12月 住民説明会開催
川崎縦貫高速鉄道線の都市計画の素案（1回目）と、環境影響評価方法書の概要に
ついて説明するため、初期整備区間（新百合ヶ丘～元住吉）周辺の7箇所において
地元説明会を開催。約600人が参加した。

平成14年1・2月 環境影響評価方法書縦覧
縦覧期間：平成14年1月8日～平成14年2月21日

平成14年2月～11月 川崎縦貫高速鉄道線研究会開催
効率性などの視点から事業費の縮減手法などを検討するために、学識経験者及び
市民代表から構成される「川崎縦貫高速鉄道線研究会」を設置し、議論を行った。

平成14年9月 川崎市行財政改革プランの公表
市の厳しい財政状況を考慮し、「行政体制の再整備」「公共公益施設・都市基盤
整備の見直し」「市民サービスの再構築」を骨子とする行財政改革プランを公表
した。

平成15年4月 川崎縦貫高速鉄道線事業計画「見直し結果」のとりまとめ
京急大師線に加えて、小田急多摩線とも相互直通運転を行なうことや、車両基地
の新設を取りやめ、小田急唐木田車庫を活用することなどの見直しを行った。

平成15年4月 川崎縦貫高速鉄道線整備事業に関する検証結果
「行財政改革プラン」に沿って、地下鉄事業に関する需要予測や事業費の縮減等
による採算性の検証、地下鉄建設による市財政への影響等を検証した。

平成15年5月 川崎縦貫高速鉄道線事業について、市民1万人アンケートを実施

平成15年6月9日 市民1万人アンケート調査結果の公表
延期：40.0％、中止：32.9％、推進：15.8％、よくわからない：11.2％

平成15年6月16日 川崎縦貫高速鉄道線整備事業に関する方針決定
アンケート調査結果及び市の財政見通しや地方税財政制度改革の動向を見極める
必要があるため、5年程度着工を延期した。

平成16年9月 工事施行認可延長申請保留
工事施行認可申請期限である9月の時点で工事着手時期を示すことができず、施行
認可延長申請を保留した。

年  月  日 内　　　容
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（2） 事業の進捗状況 

平成 13 年度の鉄道事業許可取得後、環境影響評価や都市計画の手続、工事施行認

可取得に向け、各種調査を実施した。 

 

  年度別調査項目と事業費 

年 度 調 査 項 目 事 業 費 国庫補助金額 

平成 年度  百万円 百万円 

13 

地質調査 

基本設計 

環境影響調査    等 

975    129  

14 

用地調査 

駅仮設設計 

環境影響調査    等 

974     58  

15 

駅仮設設計 

鉄道事業者協議資料作成 

          等 

444      8  

合  計 2,393    195  

 

総事業費  ：522,589 百万円 

既投資額  ：  2,393 百万円 

事業進捗率：約 0.5％ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



３ 川崎縦貫高速鉄道線整備の目的・必要性 

 

（1） 市域交通の現状 

川崎市は、東京都と横浜市の間に位置し、南東から北西方向への多摩川に沿って

細長い地形を有し、市域の最長距離は約 33ｋｍ、最短距離は約 1ｋｍである。市域

面積約 144ｋ㎡（平成 15 年 3 月）、人口約 130 万人（平成 17 年 1 月）、従業人口約

50 万人（平成 13 年 10 月）、人口密度は政令市等では東京都区部、大阪市に次ぐ 3

番目で約 9,100 人／ｋｍ２ （注 1）であり、高度に集積した既成市街地を形成してい

る。 

本市を取巻く広域的な交通網は、東京から放射状に伸びる鉄道路線・幹線道路が、

東京への集中が進む中で多数整備され、鉄道系・道路系ともに市域を横断する交通

機能が発達している。 
一方、市域を縦方向に連絡する交通機能が弱く、臨海部地区、川崎駅周辺の都心

地区、北部住居地区等の縦貫方向の結びつきが十分とはいえない状況である。 
現在、市域縦方向の鉄道は、多摩川寄りの JR 南武線のみである。同線の混雑率は、

東京圏の既存路線の中でも高い値を示しており、212％（平成 13 年）（注 2）に達し

ている。 
また、市域には、鉄道を利用するのに利便性が高い地域がある一方で、鉄道駅ま

での距離が長く、利便性が低い鉄道不便地域も多く存在する。これらの地域住民は

路線バスや自動車等に依存しており、鉄道アクセスの改善が急務となっている。 
（注 1）人口密度の算出は、人口は平成 16 年 5 月の推計人口、面積は平成 15 年 10 月の国土地理院「全国都

道府県市町村別面積調」による。 

（注 2）平成 15 年版都市交通年報による。 

 

（2） 川崎縦貫高速鉄道線整備の目的 

ア 都市機能の向上 
   本路線整備により、市内交通の円滑化や市民の利便性の向上が図られるだけで

なく、首都圏における広域的な鉄道網形成に寄与する等、都市機能の向上に資す

る。 
（ｱ） 基幹的な交通体系の構築 
市域の基幹的な広域交通幹線網の一環として、市内交通の円滑化と市民の利

便性向上が図られる。 
（ｲ） 他業務核都市との連携強化 
厚木・八王子等、首都圏内の他の業務核都市との連携が図られる。 
（ｳ） 高速交通機関へのアクセス向上 
市内各拠点はもとより、県央地区や多摩ニュータウン方面から羽田空港、成

田空港や新幹線へのアクセス向上が図られる。 
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（ｴ） 臨海部の再編整備に寄与 
京浜臨海部の工業地帯では、近年、土地利用の再編整備が進行中である。市

内各地区から臨海部や羽田空港へのアクセス向上を図るため、長期的には京浜

急行大師線との相互直通運転も視野に入れて整備を進める。 
 

なお、川崎市では現在「新総合計画」を策定しており、その中で川崎縦貫高速

鉄道線整備事業については、基本政策の一つである「活力にあふれ躍動するまち

づくり」において、都市機能の向上を図るため、首都圏における川崎の位置や役

割を踏まえ、基幹的な交通体系を構築する上で本路線の必要性を示している。 

 
イ 鉄道アクセスの改善 
川崎市内には、鉄道駅までの距離が長い鉄道不便地域が麻生、宮前、高津区や

臨海部に多く存在する。本路線整備により市内の鉄道アクセスの改善が図られる

こととあわせ、道路交通から鉄道利用に転換が進み、地球環境保護とエネルギー

消費の低減化にも寄与する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄道不便地域（川崎市域内）
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ウ 既存鉄道路線の混雑緩和 
本路線の整備により既存鉄道路線の中でも高い混雑率を示している JR 南武線

や市域を横断している路線の混雑緩和が図られる。 

 

既存鉄道路線のピーク時（最混雑 1時間）の混雑状況（平成 13 年度） 

出典：平成 15 年版都市交通年報   

ピーク時 
最混雑区間 

輸送力 

（人／時） 

A 

輸送人員 

（人／時） 

B 

混雑率 

（％） 

B／A 

ＪＲ横須賀線 
（新川崎⇒品川） 

20,504 39,250 191 

ＪＲ東海道線 
（川崎⇒品川） 

35,280 73,040 207 

ＪＲ京浜東北線 
（大井町⇒品川） 

33,600 75,260 224 

ＪＲ南武線 
（武蔵中原⇒武蔵小杉） 

18,480 39,120 212 

小田急小田原線 
（世田谷代田⇒下北沢） 

38,576 73,414 190 

東京急行東横線 
（祐天寺⇒中目黒） 

28,506 52,212 183 

京浜急行本線 
（戸部⇒横浜） 

33,792 50,909 151 

東京急行田園都市線 
（池尻大橋⇒渋谷） 

41,272 80,561 195 

 

（3） 川崎縦貫高速鉄道線整備の必要性 

市域交通の現状を踏まえると、許可取得時から現在も、本路線整備の必要性はい

ささかも変わっていない。既存鉄道路線の混雑緩和と、地球環境保護を背景とした

道路環境の改善は急務となっており、また、首都圏における羽田空港の国際化や東

海道新幹線品川新駅の開設等、川崎市を取巻く広域幹線交通網の状況変化から、整

備意義と必要性はむしろ高まっている。 
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４ 事業概要（許可取得時） 
 

  許可取得時（平成 13 年 5 月）の事業概要を次に示す。 

 

事業概要 （許可取得時） 

事 業 者      川 崎 市 

  【事業主体：川崎市交通局】 

事業の種別      第一種鉄道事業 

路 線 名      川崎縦貫高速鉄道線 

区   間      新百合ヶ丘～元住吉 

延 長（建設延長）  15.4km（15.5km） 

事業基本計画 

① 鉄道の種類      普通鉄道 

② 施設の概要 

・ 単線・複線の別   複線 

・ 動  力      直流 1,500V  

・ 軌  間      1,435mm  

・ 設計最高速度    90km／h 

・ 設計通過トン数   16 百万㌧／年 

③ 運送区間       新百合ヶ丘～元住吉 

④ 計画供給輸送力    91 千人／日 

⑤ 駅（仮称） 

・ 新百合ヶ丘、長沢、医大前、蔵敷、犬蔵、宮前平、野川、久末、井田、

元住吉の 10 駅 

事 業 資 金 

① 事業費        5,226 億円 

② 資金調達方法 

一般会計出資金、国及び一般会計からの地下高速鉄道整備事業費補助並び

に企業債にて充当 
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